
報告：医師の働き方改革の進捗について

令和５年度 第１回横浜地域 地域医療構想調整会議

資料９



地区 第１回開催日 第１回出席者関数 第２回開催日 第２回出席者数

1 横浜北部 3月22日(水) 9 ４月20日（木） 7

2 横浜北東部 3月27日(月) 10 ４月25日（火） 7

3 横浜東部 3月31日(金) 9 ４月24日（月） 9

4 横浜西部 3月28日(火) 8 ４月27日（木） 6

5 横浜中心部 3月24日(金) 14 ４月28日（金） 10

6 横浜南西部 3月30日(木) 12 ４月21日（金） 10

7 横浜南部 3月30日(木) 7 ４月27日（木） 8

8 川崎 2月14日(火) 16 ４月26日（水） 23

9 相模原 2月27日(月) 11 ４月19日（水） 12

10 横須賀三浦 2月15日(水) 10 ４月19日（水） 15

11 湘南東部 2月13日(月) 12 ４月28日（金） 14

12 湘南西部 2月24日(金) 10 ４月24日（月） 12

13 県央 2月28日(火) 16 ４月19日（水） 17

14 県西 2月22日(水) 10 ４月21日（金） 12
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＜地域ワーキンググループの開催状況＞



■第2回地域ワーキンググループでの議論

○ 第１回の地域ワーキンググループ後、令和６年４月以降の夜間・休日

の救急受入の増減見込みについて、県が各病院に調査した結果を共有

○ 地域における救急医療提供体制の維持に向けて、 各病院が目指す時間

外労働の水準について、情報共有と意見交換

■第2回地域ワーキンググループで明確になったこと

○ 宿日直許可の結果待ち、申請準備中の病院が多数

○ 取得できない場合、救急医療提供体制を見直す可能性のある病院あり
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地域ワーキンググループの開催結果について

➡地域により状況に差はあるが、宿日直許可の結果が判明していない

ため、救急医療提供体制の議論に踏み込むことができなかった。

令和５年６月８日
医師の働き方改革説明会及び個別相談会神奈川県資料抜粋



地域ワーキンググループでは、県から労働基準監督署に対して状況確認や働きか
けを行ってほしいとの意見が寄せられた。

神奈川労働局と相談したが、宿日直許可等の調整は、医療機関と労基署間におけ
る個別の調整事項であり、第三者である県に情報提供できうるものではないこと
を改めて確認

医療機関の意向を踏まえ、神奈川労働局と次のとおり申しわせた。

①労基署では医療機関側に課題を提示したと認識しているが、医療機関側でその
ように捉えていないケースがある可能性があるため、認識が相違している医療
機関には各労基署から医療機関へ連絡する。

②ただし、労基署は、許可に向けて課題が無いケースについては、基本的に長期
間待たせることはないので、調整後１か月経過後も連絡がない場合は、医療機
関から遠慮なく問い合わせる。

③労基署では、医療機関からの問合せに応じているが、必要に応じ、勤改セン
ターのアドバイザーを介して相談することも可能なので、活用してほしい。 3

宿日直許可の申請等に係る留意事項 ① 令和５年６月８日
医師の働き方改革説明会及び個別相談会神奈川県資料抜粋



救急医療機関187病院のうち、

宿日直許可（宿直）を取得済の病院は４割程度

宿日直許可（日直）を取得済の病院は２割程度（webフォームによるアンケート調査による：７/14時点回答）

４

＜救急医療機関における宿日直許可の取得状況＞

①許可取得済
82
43％

②結果待ち
33
18%③不許可

1
0%

④未申請(取得し

たいが申請できて

いない)
52

27％

⑤未申請(取得の

必要がない)
2
0%

⑥未回答
17
9%

宿日直許可（宿直）の取得・申請状況（ｎ＝１８７病院）
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宿日直許可（日直）の取得・申請状況（ｎ＝１８７病院）
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＜都道府県別の評価センターの受審状況＞

■７月24日までの評価センター受審申込件数は、全国で364
件うち、神奈川県内の受審申込件数は25件

※県内の救急医療機関187病院のうち、特例水準の申請を予定

しているのは37病院

（７月webフォームアンケート結果（７/14〆）より）



６

令和５年５月31日付け通知（医第1581号）

特例水準の指定申請に係るスケジュールの変更

特例水準の指定申請期限
変更前 変更後

令和５年８月３１日(木)

第１回目：
令和５年８月３１日(木)

第２回目：
令和５年１０月３１日(火)



７

評価結果通知（最短４か月）

10月
開催

指定申請受付・内容審査等

関係会議で整合性確認

指定公示

時短計画案作成

評価センター受審申込み

指定申請

36協定の締結

８月31日

法
施
行

10月31日

臨時開催
（方法検討中）

１回目〆 ２回目〆

受審期限を４月末⇒
６月末まで延期

特例水準の指定申請に係るスケジュールの変更について



医師の働き方改革に関する普及啓発について

令和５年度第１回 都道府県担当課長会議（R5.５/29）資料抜粋

国作成のポスター・動画を活用し、県民に対して医師の働き改革や
医療へのかかり方について普及啓発を図ります。

８



８

ご清聴ありがとうございました。


